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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第62期
第１四半期
連結累計期間

第63期
第１四半期
連結累計期間

第62期

会計期間
自  平成24年３月１日

至  平成24年５月31日

自  平成25年３月１日

至  平成25年５月31日

自  平成24年３月１日

至  平成25年２月28日

売上高 （百万円） 9,938 8,632 35,974

経常利益 （百万円） 230 35 465

四半期（当期）純利益 （百万円） 148 7 274

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 140 46 278

純資産額 （百万円） 9,550 9,623 9,689

総資産額 （百万円） 16,417 15,180 15,388

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 29.44 1.53 52.22

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） 24.29 1.31 43.27

自己資本比率 （％） 58.2 63.4 63.0

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。 
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容について、重要な変更はありま

せん。

また、主要な関係会社についてもありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリ

スク」についての重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)　業績の状況

当第１四半期連結累計期間（平成25年３月１日～平成25年５月31日）における国内経済は、円高の是正、株価の高

騰および政府の経済対策への期待などにより、一部に景気の持ち直しの兆しがみられたものの、製造業の設備稼働率

は引き続き低位に推移し、設備投資が増加する状況にはありませんでした。特に、当社グループに影響する自動車業

界の国内生産は前年比マイナスの状況が続く等、機械工具業界を取り巻く経営環境は大変厳しい状況で推移しまし

た。

　

このような状況のもと、当社は、国内において、当社の強みである切削工具の拡販に引き続き努めるとともに、切削

工具の周辺分野である工作機械等の拡販にも注力しました。特に、計測分野については、今年３月に新設した計測開

発部が中心となり、計測分野の需要の掘り起しを積極的に展開しました。

一方、海外においては、ベトナム（ホーチミン）に昨年４月に設立したNAITO VIETNAM CO.,LTD.は、現地スタッフ

を増員し営業力の強化をはかりました。また、中国（上海）では、引き続き出張ベースで市場開拓を進めるとともに、

インドネシア（ジャカルタ）においても本格的な市場調査を開始しております。

　

損益状況については、取り巻く経営環境の厳しさを背景に、減収減益を余儀なくされました。当第１四半期連結累

計期間の売上高は86億32百万円（前年同期比13.1％減）となり、営業損失は47百万円（前年同期の営業利益は１億

27百万円）、経常利益は35百万円（同84.6％減）、四半期純利益は７百万円（同94.6％減）となりました。

　
なお、取扱商品別売上高は、下表のとおりです。

　

取扱商品名 売上高（百万円） 前年同期比（％）

切削工具 4,335 △7.5

機械工具 1,927 △25.1

産業機器 1,880 △17.2

工作機械 412 ＋31.5

その他 75 △16.7

合計 8,632 △13.1
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(2)　財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の資産、負債および純資産の状況は、以下のとおりです。

　

①資産

総資産は、151億80百万円と前連結会計年度から２億８百万円減少しました。これは、たな卸資産が３億13百万

円増加し、受取手形及び売掛金が３億36百万円減少、短期貸付金が２億99百万円減少したことが主な要因です。

　
②負債

負債は、55億56百万円と前連結会計年度から１億42百万円減少しました。これは、買掛金が１億72百万円増加

し、短期借入金が３億円減少したことが主な要因です。

　
③純資産

純資産は、96億23百万円と前連結会計年度から65百万円減少しました。これは、配当金の支払いにより利益剰余

金が１億12百万円減少したことが主な要因です。なお、自己資本比率は63.4％となりました。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①  【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 12,379,925

優先株式 250,000

計 12,629,925

　

②  【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成25年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年７月５日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,435,901 5,455,901
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数
10株

第一回優先株式

(当該優先株式は行使価
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　額修正条項付新株予
約権付社債券等です)

76,493 76,493非上場・非登録
(注)１.２.３.
４.５.６

計 5,512,394 5,532,394 － －

（注）１ 第一回優先株式は現物出資（借入金の株式化　総額10億円）によって発行されたものです。

２ 第一回優先株式は金融支援の一環として借入金の株式化を行ったことにより発行されたため、議決権を有しておりません。第一回優先

株式の単元株式数は１株です。

３ 定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしておりません。

４ 第一回優先株式に係る行使価額修正条項付新株予約権付社債等に関する事項について、権利の行使および売買の所有者との間の取り

決めはありません。

５ 提出日現在の発行数には、平成25年７月１日からこの四半期報告書提出日現在までの第一回優先株式の取得請求権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

６ 第一回優先株式の内容は次のとおりです。なお、旧商法下の発行条件を記載しております。

（1）発行株式数　　　　100,000株

（2）発行価額　　　　　１株につき10,000円

（3）発行価額の総額　　10億円

（4）優先配当金

① 優先配当金の額

優先配当金の額は、以下の算式に従い計算される金額とする。

　
 　　　　　　第一回優先配当金＝10,000円×（日本円TIBOR＋1.00％）

　
第一回優先配当金は、円位未満少数第１位まで算出し、その少数第１位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第一回優先配当金

が１株につき1,000円を超える場合は1,000円とする。

② 優先中間配当金の額

当社は、第一回優先株主または第一回優先登録質権者に対して、中間配当を行わない。

③ 非累積条項

ある営業年度において、第一回優先株主または第一回優先登録質権者に対して支払う利益配当金の額が、第一回優先配当金の額

に達しないときは、その不足分は翌営業年度以降に累積しない。

④ 非参加条項

第一回優先株主または第一回登録質権者に対しては、第一回優先配当金を超えて配当は行わない。
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（5）残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、第一回優先株主または第一回登録質権者に対し、普通株主または普通登録質権者に先立ち、

第一回優先株式１株につき10,000円を支払う。

第一回優先株主または第一回優先登録質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。

（6）買受けまたは消却

当社は、いつでも第一回優先株式を買受け、これを保有し、または株主に配当すべき利益をもって当該買入価格により消却する

ことができる。

当社が、本規定に従って優先株式を買受ける場合、他の種類の株式を有する株主は、商法第210条第７項の請求をなし得ず、同株

主に関する請求権にかかる同条第６項の招集通知の記載を要しない。

（7）議決権

第一回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

（8）併合または分割、新株引受権等

当社は、第一回優先株式について、株式の併合または分割を行わない。

当社は、第一回優先株主に対し、新株の引受権、新株予約権の引受権、新株予約権付社債の引受権または分離して譲渡することが

できる新株予約権および社債の引受権を与えない。

（9）転換予約権

第一回優先株主は、１株につき下記に定める条件により第一回優先株式を当社の普通株式に転換することができる。

① 転換を請求し得べき期間

第一回優先株式の転換を請求し得べき期間は、平成21年７月１日以降とする。

② 当初転換価額

当初転換価額は、1,076円とする。

③ 転換価額の修正

転換価額は、平成22年３月１日以降、毎年３月１日（以下、それぞれ「転換価額修正日」という。）に、各転換価額修正日に先立

つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社大阪証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のな

い日を除く。）に修正される。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が当初転換価額の70％に相当する金額（以下「下限転換価

額」という。）を下回る場合には下限転換価額をもって、また、修正後転換価額が当初転換価額の100％に相当する金額（以下「上

限転換価額」という。）を上回る場合には上限転換価額をもって修正後転換価額とする。

なお、平成25年３月１日に転換価額を754円に修正した。

④ 転換により発行すべき普通株式数

第一回優先株式の転換により発行すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。

　
転換により発行

＝
第一回優先株式が転換請求のために提出した第一回優先株式の発行価額の総額

すべき普通株式 転換価額

　
発行すべき普通株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

⑤ 転換後第１回目の配当

第一回優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金は、転換の請求が３月１日から８月31日までにな

されたときには３月１日に、９月１日から翌年２月末日までになされたときは９月１日にそれぞれ転換があったものとみなして

これを支払う。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

第一回優先株式

　
第１四半期会計期間

(平成25年３月１日から平成25年５月31日まで)

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等の数（株）
25,393

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） 336,776

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等（円） 754

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（百万円） －

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価

額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計（株）
48,900

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数（株）
590,240

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等（円）
828

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額（百万円）
－

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成25年３月１日～
平成25年５月31日
（注）

336,7765,512,394 ― 2,291 ― 2,285

（注）　第一回優先株式の取得請求権行使による増加です。

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載すること

ができないことから、直前の基準日（平成25年２月28日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成25年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 優先株式 76,493 ― (注１)

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

― ―
普通株式 2,790

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,096,060 509,606 (注２)

単元未満株式 普通株式 275 ― ―

発行済株式総数　普通株式 　 5,099,125 ― ―

　　　　　　　　優先株式 　 76,493 ― ―

総株主の議決権 ― 509,606 ―

(注) １　第一回優先株式。内容については、「(1) 株式の総数等、②発行済株式」に記載のとおりです。

２　「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式(失念株式)が40株(議決権の数４個)含

まれております。

　

② 【自己株式等】

平成25年２月28日現在

所有者の氏名

または名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社NaITO
東京都北区昭和町二丁目
１番11号

2,790 － 2,790 0.05

計 － 2,790 － 2,790 0.05

　(注) 自己株式は普通株式です。

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年３月１日から平成25

年５月31日まで）および第１四半期連結累計期間（平成25年３月１日から平成25年５月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 274 435

受取手形及び売掛金 7,956 7,619

たな卸資産 2,683 2,996

短期貸付金 1,800 1,500

その他 178 168

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 12,885 12,713

固定資産

有形固定資産 267 254

無形固定資産 48 46

投資その他の資産

差入保証金 1,518 1,460

その他 692 731

貸倒引当金 △25 △26

投資その他の資産合計 2,186 2,165

固定資産合計 2,502 2,467

資産合計 15,388 15,180

負債の部

流動負債

買掛金 2,812 2,984

短期借入金 2,000 1,700

未払法人税等 18 20

賞与引当金 48 25

その他 204 248

流動負債合計 5,083 4,978

固定負債

退職給付引当金 418 393

役員退職慰労引当金 41 44

その他 155 140

固定負債合計 615 577

負債合計 5,699 5,556

純資産の部

株主資本

資本金 2,291 2,291

資本剰余金 2,285 2,285

利益剰余金 5,107 5,002

自己株式 △10 △10

株主資本合計 9,673 9,569

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 20 38

為替換算調整勘定 △5 16

その他の包括利益累計額合計 15 54

純資産合計 9,689 9,623

負債純資産合計 15,388 15,180
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
　至 平成24年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
　至 平成25年５月31日)

売上高 9,938 8,632

売上原価 8,839 7,745

売上総利益 1,099 886

販売費及び一般管理費 971 933

営業利益又は営業損失（△） 127 △47

営業外収益

受取利息 10 8

受取配当金 0 0

持分法による投資利益 7 19

仕入割引 175 134

その他 2 4

営業外収益合計 195 167

営業外費用

支払利息 3 2

売上割引 89 82

その他 0 0

営業外費用合計 93 85

経常利益 230 35

税金等調整前四半期純利益 230 35

法人税、住民税及び事業税 29 16

法人税等調整額 52 10

法人税等合計 81 27

少数株主損益調整前四半期純利益 148 7

四半期純利益 148 7
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
　至 平成24年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
　至 平成25年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 148 7

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △12 17

為替換算調整勘定 0 8

持分法適用会社に対する持分相当額 3 12

その他の包括利益合計 △8 38

四半期包括利益 140 46

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 140 46
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【会計方針の変更等】

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年３月１日  至  平成25年５月31日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年３月１日以後に取得した有形固定資産につ
いては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。
なお、これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

　

【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結

累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年３月１日
  至  平成24年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年３月１日
  至  平成25年５月31日)

減価償却費 20百万円 16百万円

　

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自  平成24年３月１日  至  平成24年５月31日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月22日
定時株主総会

普通株式 100 20.00平成24年２月29日 平成24年５月23日 利益剰余金

優先株式 11 146.00平成24年２月29日 平成24年５月23日 利益剰余金

　
２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

　
３  株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　
当第１四半期連結累計期間（自  平成25年３月１日  至  平成25年５月31日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月21日
定時株主総会

普通株式 101 20.00平成25年２月28日 平成25年５月22日 利益剰余金

優先株式 10 138.00平成25年２月28日 平成25年５月22日 利益剰余金

　
２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

　
３  株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社ＮａＩＴＯ(E02903)

四半期報告書

14/17



(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自  平成24年３月１日  至  平成24年５月31日）および

当第１四半期連結累計期間（自  平成25年３月１日  至  平成25年５月31日）

当社グループは切削工具、機械工具、産業機器、工作機械等の販売およびこれら付帯業務の単一セグメントであるため、

記載を省略しております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎ならびに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額および算定上

の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年３月１日
  至  平成24年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年３月１日
  至  平成25年５月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 29円44銭 1円53銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 148 7

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 148 7

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,041 5,209

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 24円29銭 1円31銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益調整額(百万円) － －

普通株式増加数(千株) 1,068 901

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在
株式で、前連結会計年度末から重要な変動があった
ものの概要

－ －

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年７月５日

株 式 会 社 NaITO

取 締 役 会  御 中

　

有限責任　あ ず さ 監 査 法 人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    木　造　眞　博  　  印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    岡　野　英　生  　  印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社NaITOの平成25年３月１日から平成26年２月28日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成
25年３月１日から平成25年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年３月１日から平成25年５
月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連
結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社NaITO及び連結子会社の平成25年５月
31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していない
と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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